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特定都市河川について

＜特定都市河川パンフレットより抜粋＞
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１．特定都市河川の指定によりできるようになること
①ハード対策の加速化（河川事業・下水道事業等）
②流域開発による雨水流出の増加を抑制
③流域の貯留・浸透機能の向上による流出量の抑制
④貯留機能を持つエリアの保全
⑤水害リスクを踏まえた土地利用

雨水浸透阻害行為の許可

雨水貯留浸透施設の整備

貯留機能保全区域の指定

浸水被害防止区域の指定

保全調整池の指定

２．特定都市河川の指定による支援策
○流域水害対策計画に基づく雨水貯留浸透

施設の整備において、地方公共団体や認
定民間事業者等へ補助金拡充･税制優遇
‣国庫補助率︓1/3 → 1/2
‣固定資産税の軽減（３年間）

市町村の条例で定める割合
（1/6〜1/2の範囲）

○貯留機能保全区域に指定された土地に係
る固定資産税及び都市計画税を市町村の
条例で定める割合へ軽減（３年間）
（2/3〜5/6の範囲）

○浸水被害防止区域に係る制度拡充
‣防災集団移転促進事業
‣災害危険区域等建築物防災改修等事業
‣がけ地近接等危険住宅移転事業 3
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【必須】雨水浸透阻害行為の許可
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 特定都市河川に指定されると、流域内における下記の行為に対して、宮崎県知事の許可が
必要になります

 許可にあたっては、技術的基準に従った雨水の流出抑制対策が必要になります

次のような雨水浸透阻害行為（1,000㎡以上）を行う際には･･･

例えば「宅地等」にするために行う土地の形質の変更

例えば土地の舗装 例えばローラー等により土地を締め固める行為

例えば排水施設を伴うゴルフ場、運動場の設置

雨水を貯留したり浸透させたりする対策が必要です
例えば 浸透側溝 例えば 浸透ます

出典：国土交通省（特定都市河川パンフレット）

例えば 透水性舗装
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特定都市河川について
流域治水対策等の主な支援事業集


